
岩手東芝本石寮の皆様へ

原料費調整制度とは

調整する方法

今回の基準単位料金の調整の仕方
（1） - の平均原料価格

（2） 原料価格変動額の算定
／トン — ／トン= ／トン

（３） 基準単位料金調整額の算定
÷ 100円

（少数点第３位以下切り捨て）
を基準単位料金へ加えます。

＊調整単位料金とは、基準単位料金から調整分 47.73円 をプラスした金額で、令和8年5月分となります。
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区 分 基本料金 単位料金

B 群 1,170.00円(税抜)

899.3160 円(税込)

1287.0000 円(税込)

基準単位料金

調整単位料金

基準単位料金

A 郡 817.56円(税抜)

304.65円(税抜)

C 群 3,339.90円(税抜)

3673.8900 円(税込)

調整単位料金

令和8年2月
（通関統計から算出）

83,230円 22,220円

22,200円 ×0.215(調整単位) ＝ 47.73

令和8年5月

１ヶ月のご使用量

0㎥から8㎥ 373.31円(税抜)

421.04円(税抜)

調整単位料金の適用基準

=83,230円
令和7年12月

8㎥を越え30㎥まで

30㎥を越えるもの

調整単位料金
調整単位料金
基準単位料金

① 料金算定期間の末日が１月１日から１月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年８月から１
０月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が２月１日から２月２８日（うるう年は２月２９日）に属する料金算定期間の早収料金の算定にあ
たっては、前年９月から１１月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が３月１日から３月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年１０月から
１２月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が４月１日から４月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年１１月から
当年１月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が５月１日から５月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年１２月から
当年２月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が６月１日から６月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年１月から３
月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が７月１日から７月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年２月から４
月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が８月１日から８月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年３月から５
月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が９月１日から９月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年４月から６
月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が１０月１日から１０月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年５月か
ら７月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が１１月１日から１１月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年６月か
ら８月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が１２月１日から１２月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年７月か
ら９月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

株式会社丸片ガス

ガス料金についてのお知らせ

日頃から弊社のガスをご利用いただきまして、厚くお礼申し上げます。 さて、簡易ガス事業の料金制度につきましては、
『複数二部料金制度』及び『原料費調整制度』を東北経済産業局長から認可を得まして採用させていただいております。
更に平成２１年３月の省令改正により、平成２２年３月より毎月の調整を行う新原料費調整制度を導入しました。この制度採
用によりまして、今回、新原料費調整制度によります第56回目のガス料金の改定を実施させていただきます。

 為替レートの変動等によりまして、毎月ガス料金の『基準単位料金の１㎥当りの単価を調整する制度』であります。

調整する方法につきましては、料金改定時『基準平均原料価格』を設定しております。この価格はプロパンガスの財務省
貿易通関統計（通称CIF価格といいます）の平均額で、『トン当り６１，０１０円』（平成18年9月時）とされております。 毎月
発表されますCIF価格の平均価格を『平均原料価格』（１０円未満四捨五入１０円単位）といいまして、基準平均原料価格と
の差で、ガス料金の調整が行われることになります。 ただし、平均原料価格が９７，６２０円以上となった場合は、９７，６２０
円として基準単位料金を調整します。



岩 手 東 芝 本 石 寮 料 金 表 （早見表）

株式会社 丸片ガス
㎥ 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

0 898 944 991 1,037 1,083 1,130 1,177 1,223 1,269 1,315
(817) (859) (901) (943) (985) (1,028) (1,070) (1,112) (1,154) (1,196)

1 1,361 1,408 1,454 1,500 1,547 1,593 1,640 1,686 1,732 1,778
(1,238) (1,280) (1,322) (1,364) (1,407) (1,449) (1,491) (1,533) (1,575) (1,617)

2 1,824 1,871 1,917 1,963 2,010 2,057 2,103 2,149 2,195 2,241
(1,659) (1,701) (1,743) (1,785) (1,828) (1,870) (1,912) (1,954) (1,996) (2,038)

3 2,288 2,334 2,380 2,426 2,473 2,520 2,566 2,612 2,658 2,704
(2,080) (2,122) (2,164) (2,206) (2,249) (2,291) (2,333) (2,375) (2,417) (2,459)

4 2,751 2,797 2,843 2,890 2,937 2,983 3,029 3,075 3,121 3,168
(2,501) (2,543) (2,585) (2,628) (2,670) (2,712) (2,754) (2,796) (2,838) (2,880)

5 3,214 3,260 3,306 3,353 3,400 3,446 3,492 3,538 3,584 3,631
(2,922) (2,964) (3,006) (3,049) (3,091) (3,133) (3,175) (3,217) (3,259) (3,301)

6 3,677 3,723 3,770 3,817 3,863 3,909 3,955 4,001 4,048 4,094
(3,343) (3,385) (3,428) (3,470) (3,512) (3,554) (3,596) (3,638) (3,680) (3,722)

7 4,140 4,186 4,233 4,280 4,326 4,372 4,418 4,464 4,511 4,557
(3,764) (3,806) (3,849) (3,891) (3,933) (3,975) (4,017) (4,059) (4,101) (4,143)

8 4,603 4,645 4,687 4,727 4,769 4,811 4,853 4,893 4,935 4,977
(4,185) (4,223) (4,261) (4,298) (4,336) (4,374) (4,412) (4,449) (4,487) (4,525)

9 5,018 5,060 5,101 5,142 5,184 5,226 5,267 5,308 5,350 5,392
(4,562) (4,600) (4,638) (4,675) (4,713) (4,751) (4,789) (4,826) (4,864) (4,902)

10 5,432 5,474 5,516 5,557 5,599 5,640 5,681 5,723 5,765 5,806
(4,939) (4,977) (5,015) (5,052) (5,090) (5,128) (5,165) (5,203) (5,241) (5,279)

11 5,847 5,889 5,931 5,971 6,013 6,055 6,096 6,138 6,179 6,221
(5,316) (5,354) (5,392) (5,429) (5,467) (5,505) (5,542) (5,580) (5,618) (5,656)

12 6,262 6,304 6,345 6,386 6,428 6,470 6,510 6,552 6,594 6,636
(5,693) (5,731) (5,769) (5,806) (5,844) (5,882) (5,919) (5,957) (5,995) (6,033)

13 6,677 6,718 6,760 6,801 6,843 6,884 6,925 6,967 7,009 7,051
(6,070) (6,108) (6,146) (6,183) (6,221) (6,259) (6,296) (6,334) (6,372) (6,410)

14 7,091 7,133 7,175 7,216 7,257 7,299 7,340 7,382 7,423 7,465
(6,447) (6,485) (6,523) (6,560) (6,598) (6,636) (6,673) (6,711) (6,749) (6,787)

15 7,506 7,548 7,590 7,630 7,672 7,714 7,755 7,796 7,838 7,879
(6,824) (6,862) (6,900) (6,937) (6,975) (7,013) (7,050) (7,088) (7,126) (7,163)

16 7,921 7,962 8,004 8,045 8,087 8,129 8,169 8,211 8,253 8,294
(7,201) (7,239) (7,277) (7,314) (7,352) (7,390) (7,427) (7,465) (7,503) (7,540)

17 8,335 8,377 8,419 8,460 8,501 8,543 8,584 8,626 8,668 8,708
(7,578) (7,616) (7,654) (7,691) (7,729) (7,767) (7,804) (7,842) (7,880) (7,917)

18 8,750 8,792 8,834 8,874 8,916 8,958 8,999 9,040 9,082 9,123
(7,955) (7,993) (8,031) (8,068) (8,106) (8,144) (8,181) (8,219) (8,257) (8,294)

19 9,165 9,207 9,248 9,289 9,331 9,373 9,413 9,455 9,497 9,538
(8,332) (8,370) (8,408) (8,445) (8,483) (8,521) (8,558) (8,596) (8,634) (8,671)

20 9,579 9,621 9,662 9,704 9,746 9,787 9,828 9,870 9,912 9,952
(8,709) (8,747) (8,784) (8,822) (8,860) (8,898) (8,935) (8,973) (9,011) (9,048)

21 9,994 10,036 10,077 10,118 10,160 10,202 10,243 10,285 10,326 10,367
(9,086) (9,124) (9,161) (9,199) (9,237) (9,275) (9,312) (9,350) (9,388) (9,425)

22 10,409 10,451 10,491 10,533 10,575 10,617 10,657 10,699 10,741 10,782
(9,463) (9,501) (9,538) (9,576) (9,614) (9,652) (9,689) (9,727) (9,765) (9,802)

23 10,824 10,865 10,906 10,948 10,990 11,031 11,072 11,114 11,156 11,196
(9,840) (9,878) (9,915) (9,953) (9,991) (10,029) (10,066) (10,104) (10,142) (10,179)

24 11,238 11,280 11,321 11,363 11,404 11,446 11,487 11,529 11,570 11,611
(10,217) (10,255) (10,292) (10,330) (10,368) (10,406) (10,443) (10,481) (10,519) (10,556)

25 11,653 11,695 11,735 11,777 11,819 11,860 11,902 11,943 11,985 12,026
(10,594) (10,632) (10,669) (10,707) (10,745) (10,782) (10,820) (10,858) (10,896) (10,933)

26 12,068 12,109 12,150 12,192 12,234 12,274 12,316 12,358 12,400 12,441
(10,971) (11,009) (11,046) (11,084) (11,122) (11,159) (11,197) (11,235) (11,273) (11,310)

27 12,482 12,524 12,565 12,607 12,648 12,689 12,731 12,773 12,815 12,855
(11,348) (11,386) (11,423) (11,461) (11,499) (11,536) (11,574) (11,612) (11,650) (11,687)

28 12,897 12,939 12,980 13,021 13,063 13,104 13,146 13,187 13,229 13,270
(11,725) (11,763) (11,800) (11,838) (11,876) (11,913) (11,951) (11,989) (12,027) (12,064)

29 13,312 13,354 13,394 13,436 13,478 13,519 13,560 13,602 13,644 13,685
(12,102) (12,140) (12,177) (12,215) (12,253) (12,290) (12,328) (12,366) (12,404) (12,441)

30 13,726 13,759 13,794 13,827 13,861 13,894 13,928 13,961 13,995 14,028
(12,479) (12,509) (12,540) (12,570) (12,601) (12,631) (12,662) (12,692) (12,723) (12,753)

31 14,062 14,095 14,128 14,162 14,195 14,229 14,262 14,296 14,329 14,363
(12,784) (12,814) (12,844) (12,875) (12,905) (12,936) (12,966) (12,997) (13,027) (13,058)

32 14,396 14,430 14,463 14,498 14,531 14,565 14,598 14,631 14,665 14,698
(13,088) (13,119) (13,149) (13,180) (13,210) (13,241) (13,271) (13,301) (13,332) (13,362)

33 14,732 14,765 14,799 14,832 14,866 14,899 14,933 14,966 15,000 15,033
(13,393) (13,423) (13,454) (13,484) (13,515) (13,545) (13,576) (13,606) (13,637) (13,667)

34 15,067 15,100 15,133 15,167 15,200 15,235 15,268 15,302 15,335 15,369
(13,698) (13,728) (13,758) (13,789) (13,819) (13,850) (13,880) (13,911) (13,941) (13,972)

35 15,402 15,436 15,469 15,503 15,536 15,569 15,603 15,636 15,670 15,703
(14,002) (14,033) (14,063) (14,094) (14,124) (14,154) (14,185) (14,215) (14,246) (14,276)

早収料金（消費税相当額加算前）は、１か月につき次のとおりといたします。

項 目 区 分 基 本 料 金 調整済単位料金

税込 税抜 税込 税抜

料金表A   0㎥から8㎥まで 899.3160 円 817.56 円 463.1440 円 421.04 円

料金表B  8㎥を超え30㎥まで 1287.0000 円 1170.00 円 414.6780 円 376.98 円

料金表C     30㎥を超えるもの 3673.8900 円 3339.90 円 335.1150 円 304.65 円

計算の方法
早収料金 ＝ 基本料金 ＋（使用量×基準単位料金）

◇ 検針日の翌日より20日以内に料金をお支払いの場合は上記の表の金額で戴かせてもらいます。

◇ 20日を過ぎてお支払いの場合は遅収料金（3％) を戴きます。

◇ 上記料金表の金額は、「消費税相当額」が含まれております。

令和8年5月


